
 

  

働き方が変われば、決め事もルールも変わる！ 

【労務管理：働き方改革セミナー：働き方改革関連法などの労働法制】  

ＦＡＸ  ０１５４‐４１‐４０００ 

釧路商工会議所 地域振興部 行（ＦＡＸ ０１５４－４１－４０００）※このままのサイズでFAXしてください。 

事業所名  ＴＥＬ  

所 在 地  ＦＡＸ  

メールアドレス  

受講者名 （役職名：              ） （役職名：              ） 

＊ご記入頂いた情報は主催者からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。 

１月１５日（月） 「働き方改革関連法などの労働法制」 講習会参加申込書    ※切りとらずにＦＡＸ願います。 

「働き方改革関連法」が 2019年 4月 1日から順次施行され

ております。 

企業規模を問わず 2023年 4月より月６０時間を超える時

間外労働の割増賃金率が５０％へ引き上げられ、2024年4月

からは全業種に時間外労働の上限規制が適用されます。 

労働人口の減少・採用難から時間外労働の上限・割増率ア

ップは働き方改革の中でも大きな課題となります。 

そこで働き方改革関連法の既に施行分の振り返りとこれ

から適用される内容について、ポイントと課題など人材採用

を含めて具体的な働き方改革を通してどう解決していくの

かについて解説するセミナーを開催いたします。 

【主な内容】 

● 既に施行されている働き方改革関連法の確認 

● これから適用される働き方改革関連法の 

ポイントと影響 

・月６０時間を超える時間外労働の 

割増賃金率の引上げ 

・全業種に対して時間外労働の上限規制の適用 

● 働き方改革関連法と中小・小規模事業者における課題 

● 採用・定着、など人手不足に対する打開策と注意点 

● これからの中小・小規模事業者の業務の進め方 

道東経済センタービル  
     ５階会議室
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社会保険労務士、産業カウンセラー 

ＤＣアドバイザー 

ファイナンシャルプランナー 

人材の採用から決定に関する指導や会社理念実現のために

人事面から継続的・総合的な支援をするとともに、総合的な人

事リスク、労務リスクの軽減と成果の出る環境づくりなどのコ

ンサルティングに日々活躍中。 

３０名 

『働き方改革・関連法』 総点検セミナー 

〔制度改正等の課題解決環境整備事業〕 

～「関連法」と「これからの人材採用」～ 
 

講 師 紹 介 

無料 
(会員・非会員問わず) 

(釧路市大町1-1-1) 

 申込み方法 
申込み先 

下記申込書に必要事項をご記入の上、 

FAX又はTELにて１月１１日(木)までに 

お申込み下さい。右のＱＲコードからも 

お申し込み可能です。 

釧路商工会議所 地域振興部 経営相談課 
ＴＥＬ ０１５４－４１－４１４３   ＦＡＸ ０１５４－４１－４０００ 


